
久慈市告示第134号 

緊急経済対策住宅リフォーム事業費補助金交付要綱を次のように定め、令和２年10

月20日から施行する。 

令和２年10月16日 

久慈市長 遠 藤 譲 一       

緊急経済対策住宅リフォーム事業費補助金交付要綱 

（目的） 

第１ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市民の住環境の向上と良好な住

宅ストック形成の促進とともに、住宅関連産業の事業継続、雇用維持等を中心とし

た地域経済の活性化を図るため、市内の施工業者により住宅のリフォームを行う場

合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則（平成18年久慈市規則第

53号。以下「規則」という。）及びこの告示により補助金を交付する。 

（定義） 

第２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 住宅 市内に所在する家屋で、現に自己の居住の用に供しているものをいう。 

(2) 施工業者 市の建設工事入札参加資格者名簿若しくは契約希望者登録名簿に登

載されている者、久慈市指定給水装置工事事業者又は排水設備工事指定店であっ

て、市内に本店を有する法人又は個人をいう。 

(3) リフォーム 住宅の機能の維持又は向上のために実施する工事であって、施工

業者が施工するものをいう。ただし、新築及び改築に係る工事を除く。 

（補助金の交付対象者） 

第３ 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 市内に住所を有している者 

(2) 住宅を所有し、現に居住している者又はこれに準ずる者 

(3) 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）及び申請者と生

計を一にする世帯の構成員が市税を滞納していないこと。 

(4) 申請者及び申請者と生計を一にする世帯の構成員が過去にこの告示による補助

金の交付を受けていないこと。 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２



条第６号に規定する暴力団員でない者 

（補助金の対象となる住宅） 

第４ 補助金の交付の対象となる住宅は、申請者が現に居住し、賃貸の用に供しない

又は供する予定がない住宅とする。ただし、住宅が店舗等の用途を兼ねる場合は、

延べ面積の２分の１以上を居住の用に供する住宅に限る。 

（補助金の交付の対象経費） 

第５ 第１に規定する経費（以下「補助対象経費」という。）は、第４に規定する住

宅に係る居住の用に供する部分のリフォームを行う場合に要する経費とする。ただ

し、経費の合計額が20万円以上のものに限る。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。 

(1) この告示による補助金以外の国、県又は市の補助金等の交付の対象となってい

る経費 

(2) 消費税及び地方消費税 

（補助金の額） 

第６ 補助金の額は、補助対象経費の２分の１に相当する額以内の額（1,000円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とし、30万円を限度とする。 

（事業に要する経費の配分及び事業内容の軽微な変更） 

第７ 規則第６条第１項第１号及び第２号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更

以外の変更とする。 

(1) 補助対象経費の20パーセントを超える減額 

(2) 事業実施箇所の変更 

（申請の取下期日） 

第８ 規則第８条第１項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を

受領した日から起算して15日以内とする。 

（状況報告及び現地調査等） 

第９ 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に係る工事の進捗状

況に関し、申請者又は施工業者に報告を求め、又は現地調査を行うことができる。 

（提出書類及び提出期日） 

第10 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとお

りとする。 



（補則） 

第11 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

別表（第10関係） 

条項 提出書類及び添付書類 様式 
提出

部数 
提出期日 

規則第４条

の規定によ

る書類 

緊急経済対策住宅リフォーム事業費補

助金交付申請書 

１ 工事費見積書の写し 

２ 工事予定箇所の写真 

３ 位置図及び工事内容が分かる図面 

４ 世帯全員の住民票 

５ 世帯全員の市民税等の納税証明書 

６ その他市長が必要と認める書類 

第１号 １部 

 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

工事着手の

７日以上前 

規則第６条

第１項第１

号から第３

号までの規

定による書

類 

緊急経済対策住宅リフォーム事業費補

助金変更（中止）承認申請書 

１ 変更内容を確認できる書類 

２ その他市長が必要と認める書類 

第２号 １部 

 

１部 

変 更 （ 中

止、廃止）

の理由が生

じた日から

15日以内 

規則第13条

第１項の規

定による書

類 

緊急経済対策住宅リフォーム事業費補

助金交付請求書 

１ 緊急経済対策住宅リフォーム事業

実績報告書 

２ 工事施工箇所の写真 

３ 工事代金の領収書の写し 

４ その他市長が必要と認める書類 

第３号 

 

第４号 

１部 

 

１部 

 

１部 

１部 

 

工事代金の

支払を完了

した日から

７日以内 

 



様式第１号（別表関係） 

緊急経済対策住宅リフォーム事業費補助金交付申請書 

年  月  日 

（宛先）久慈市長 

 

申請者 郵便番号             

    住  所             

 氏
フリ

  名
ガナ

             

 電話番号（   ）   -     

 

緊急経済対策住宅リフォーム事業費補助金の交付を受けたいので、補助金交付規則

により関係書類を添えて、次のとおり補助金の交付を申請します。 

 

住宅の所在地  

住宅の所有者         （続柄：   ） 

工事の計画額        円（消費税及び地方消費税額を除く） 

補助対象経費        円（消費税及び地方消費税額を除く） 

補助金交付申請額        円 

工事の内容 

※主な内容 

 

 

着工予定年月日   年  月  日 

完了予定年月日   年  月  日 

施工業者 住  所： 

事業所名： 

併用する補助金 □有（補助金名：         ） □無  

補助対象者であることの確認事項 

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員ではありません。 

該当する場合は☑ 

□ 

  



様式第２号（別表関係） 

緊急経済対策住宅リフォーム事業費補助金変更（中止）承認申請書 

年  月  日 

（宛先）久慈市長 

 

申請者 郵便番号             

    住  所             

 氏
フリ

  名
ガナ

             

 電話番号（   ）   -     

 

年  月  日付け    第  号で補助金の交付決定の通知があった緊

急経済対策住宅リフォーム事業に係る対象工事の内容を次のとおり変更（中止）した

いので、補助金交付規則により関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

 

変更の内容 

 

 

 

 

変更（中止）の理由 

 

 

 

変更年月日   年  月  日 

完了年月日（変更後）   年  月  日 

  添付書類：変更内容を証する書類（写） 

 



様式第３号（別表関係） 

緊急経済対策住宅リフォーム事業費補助金交付請求書 

年  月  日 

（宛先）久慈市長 

 

申請者 郵便番号             

    住  所             

 氏
フリ

  名
ガナ

             

 電話番号（   ）   -     

 

年  月  日付け  指令第  号で補助金の交付決定の通知を受けた緊

急経済対策住宅リフォーム事業について、補助金交付規則により、次のとおり補助金

の交付を請求します。 

 

１ 補助金の請求額  金    円 

２ 振込先 

（カタカナ） 

口座名義人氏名 

 

金融機関 機関名： 

支店名： 

口座番号 □当座  □普通 ： 

 

 

 



様式第４号（別表関係） 

緊急経済対策住宅リフォーム事業実績報告書 

年  月  日 

（宛先）久慈市長 

 

申請者 郵便番号             

    住  所             

 氏
フリ

  名
ガナ

             

 電話番号（   ）   -     

 

年  月  日付け    第  号で補助金の交付決定の通知を受けた緊

急経済対策住宅リフォーム事業が完了したので、関係書類を添えて次のとおり報告し

ます。 

 

工事完了年月日   年  月  日 

工事の計画額        円（消費税及び地方消費税額を除く） 

補助対象経費        円（消費税及び地方消費税額を除く） 

補助金交付決定額        円 

 

 

 

 


